
 

 

行政機関から業務を委託したＮＰＯ等が、委託料が支払われるまでの間、事業の運転資金としてのつな

ぎ融資を利用した場合、利子相当額を補助します。 

 ※融資については本事業への申請とは別に金融機関の審査を受ける必要があります。（申請の前後い

ずれも可）審査基準や融資の条件については金融機関ごとに異なります。補助が決定しても金融機

関の審査の結果融資を受けられないこともあります。 

 

募集内容について 
１ 対象 

 愛媛県内に事務所を置く新しい公共の担い手であるＮＰＯ等（特定非営利活動法人、ボランティア団

体、公益法人、社会福祉法人、学校法人、地縁組織、協同組合等の民間非営利組織） 

２ 利子補給の対象となる融資 

 （１）行政機関（国、都道府県、市町村）が委託する事業について、委託料が支払われるまでの運転

資金確保のための融資 

 （２）精算払いを予定されていた委託料が概算払いへ移行した場合、繰上げ返済が可能であり、かつ

支払い済み利息が返済と相殺することにより実質的に返還を受けられるものであること 

 ※融資額の上限なし 

３ 利子補給の対象となる利息 

 （１）年利２％を上限とする（ただし予算の範囲内で支給する） 

 （２）平成２４年４月１日から平成２５年３月３１日までに発生するもの 

４ 応募方法 

  募集期間：平成２４年５月１６日～平成２５年２月１５日（郵送・持参） 

  提出書類：支援申請書（様式１）及び添付書類 

  応募先：愛媛県県民環境部管理局 県民活動推進課ＮＰＯ・ボランティア係 

       〒790-8570 松山市一番町４－４－２ 

       電話：089-912-2305 ＦＡＸ：089-912-2444 メール：kenminkatsudou@pref.ehime.jp 

５ 利子補給金交付請求の時期 

利用するつなぎ融資の完済後となります。 

（完済が平成２５年３月３１日以降の場合は、それまでに発生した利子についてのみ平成２５年４月１

日以降に請求することとなります。） 

＜利子補給金交付までの手続＞ 
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事業に関するＱ＆Ａ 

 

Ｑ どのような融資が対象となりますか。 

Ａ 愛媛県内に主たる事務所を有するＮＰＯ等が行政から業務の委託を受け、委託料が支

払われるまでの間につなぎ融資を利用する場合、利子相当額を交付します。事業の委

託者が公募されていて、応募中であるときや、融資契約を締結する前でも申請するこ

とができます。 

   ※金融機関によっては、本事業による支援が決定していることを融資条件の一つと

していることがあります。  

 

Ｑ 利子補給を受けられる期間はいつですか。 

Ａ 平成２４年４月１日から平成２５年３月３１日までに発生する利子が対象です。支援

申請前に発生したものも対象となります。補給額は、年利２％相当額を上限とし、予

算の範囲内で交付します。 

 

Ｑ 利子補給を受けるための手続・時期を教えてください。 

Ａ 利子補給の申請（支援申請）を受けて、外部の委員から構成される愛媛県新しい公共

支援事業運営委員会の審査を経て利子補給の対象となるＮＰＯ等を決定します。（申請

日の属する月の翌々月末日までに決定）利子額が確定したら利子支払実績報告書を提

出すると、実際の交付額が決定され、これを元に支払い手続を進めます。 

  また、平成２５年２月１５日までに支援申請を行ってください。 

 

Ｑ 平成２４年度に実施される事業を受託しますが、委託料の支払い時期との関係で平成

２５年５月末日を返済日とするつなぎ融資を利用する予定です。補助の内容はどのよ

うなものとなりますか。 

Ａ 平成２５年３月までに発生する利子を対象として補助します。平成２５年４月１５日

までに、３月までに支払った利子の額がわかる書類を付して実績報告をすることとな

ります。※利息前受け等により利子を支払い済みの場合に限ります。 


